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東京弁護士会 会長 篠塚 力 

東京地方検察庁の検察官らは、本年１月２９日、被告人カルロス・ゴーン氏の

元弁護人らの法律事務所に対し、元弁護人らが押収拒絶権を行使して捜索を拒

否する意思を明示しているにもかかわらず、法律事務所に立ち入って捜索を強

行した。その際、検察官らは施錠中のドアの鍵を解錠して法律事務所に侵入した

うえ、事務所内の会議室の鍵を破壊する等の実力を行使したほか、事件記録等が

置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影し、元弁護人らが繰り返し退去

を求めたにもかかわらず、長時間にわたり事務所から立ち退かなかった。 

およそ弁護士は、業務上委託を受けたため保管し又は所持する物で他人の秘密

に関するものについては、権利の濫用と認められる場合等を除き、押収を拒絶す

ることができる（刑事訴訟法第１０５条）。そして、弁護士によって押収拒絶権

が行使された場合には、対象物を押収するための捜索も当然に許されない。 

今回の検察官らの行為は、同条の趣旨に反するものであり、明白に違法である。 

また、被疑者及び被告人の防御権及び弁護人依頼権は憲法が保障するものであ

り、弁護人は被疑者及び被告人の権利及び利益を擁護するため最善の弁護活動

を尽くすべき義務を負うところ、対立当事者である検察官が弁護人の権利を侵

害する違法行為に及ぶことは、弁護士業務の妨害であるにとどまらず、刑事司法

の公正を著しく害するものである。 

本件の検察官らの行為は、弁護士の押収拒絶権を蔑ろにし、弁護士に秘密を明

かして相談し自らの法的権利を守ろうとする一般市民の利益を害することに加

え、わが国の刑事司法の公正さを著しく害するものである。 

当会は、かかる検察官らの違法行為に対して強く抗議すると共に、昨今、日本

の刑事司法の実情について、諸外国より強い批判が向けられている現状の下、か

かる違法行為がなされたことにより、国民のみならず国際社会からの日本の刑

事司法に対する信頼が失われることを深く憂慮するものである。 

以 上 


